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1「土砂災害防止法に基づく土砂災害対策の推進について」1「土砂災害防止法に基づく土砂災害対策の推進について」
（平成24年4月5日付 国水砂第82号 砂防計画課長通知）
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「土砂災害防止法に基づく土砂災害対策の推進について」（平成24年4月5日付 国水砂第82号）

土砂災害防止法に基づく土砂災害対策の推進について

「土砂災害防止法に基づく土砂災害対策の推進について」（平成24年4月5日付 国水砂第82号）

平成23年度の政策レビューの結果等を踏まえ、土砂災害警戒区域等の指定や指定区域におけ
る警戒避難体制の整備等をより一層推進していただくように技術的助言を発出

技術的助言の内容

① 基礎調査を行う単位を 定 地区単位等 地域特性を考慮し適切に設定する と

る警戒避難体制 整備等をより 層推進 くよう 技術的助言を発出

① 基礎調査を行う単位を一定の地区単位等、地域特性を考慮し適切に設定すること。

② 土砂災害警戒区域において警戒避難体制が整備されるよう、市町村地域防災計画への
警戒避難体制に関する事項の記載や、土砂災害ハザードマップの作成・配布等の
土砂災害防止法に基づく取り組みについて市町村へ十分な周知を行い、これらの
取り組みについて情報共有・連携を図ること。

③ 市町村に対し土砂災害警戒情報や補足情報等の避難の判断に資する情報の提供③ 市町村に対し土砂災害警戒情報や補足情報等の避難の判断に資する情報の提供、
ハザードマップの作成に関する資料の提供や技術的助言を行うとともに、住民等の
防災意識の向上に資するための土砂災害防止教育及び土砂災害に関する防災訓練等の
実施について積極的な支援に努めること。実施について積極的な支援に努めること。

④ 指定にかかる業務の効率化、迅速化等を図り、基礎調査後速やかに区域指定を行う
よう、さらに検討を進めること。

⑤ 基礎調査実施にあたって調査実施箇所や区域指定の進め方について市町村と十分
意見交換を行い、必要に応じ地域住民の意識等を把握すること。
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2「土砂災害防止法に基づく土砂災害対策の推進について」
（ 成 年 月 付 国水砂第 号 砂防計画課長通知）（平成24年4月5日付 国水砂第82号 砂防計画課長通知）

を踏まえた都道府県の取り組み事例
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都道府県の取り組み事例①（長崎県の事例）

長崎県 学校 単位 調査 指定から自治会単位あ 連合自治会単位 調査 び 域指定 変長崎県：学校区単位の調査、指定から自治会単位あるいは連合自治会単位での調査及び区域指定に変更
したところ、地元住民への連絡漏れの解消、一自治会に対して一回の説明会で説明が完了する
など、効率化が図られた。また、指定後の管理が容易となった。

学校単位 学校単位

学校単位
↓

自治会単位自治会単位

地区単位を

自治会単位 自治会単位

地区単位を
見直し

学校単位は自治会単位と必ずしも一致せず
下記の点が非効率であった。
・説明会時等の地元住民への連絡等

地区単位を自治会単位とすることで
下記の点の効率化が図られた
・説明会時等の地元住民への連絡等

指定区域の管理
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・指定区域の管理
・区域指定後の市町村による警戒避難体制の整備



都道府県の取り組み事例②（千葉県の事例）

千葉県：地元説明会において土砂災害防止法第7条（警戒避難体制の整備等）に関する説明は千葉県：地元説明会において土砂災害防止法第7条（警戒避難体制の整備等）に関する説明は
市町村が実施。
これにより、市町村が警戒避難体制の整備の必要性をさらに認識

土砂災害警戒区域等を指定するに当たり、市町村と連携して関係住民に対する地元説明会を実施
当該説明会において、同法第7条に関する説明を市町村が行っており、
このことが警戒避難体制の整備の必要性を市町村職員に理解してもらうことに繋がっている。の とが警戒避難体制の整備の必要性を市町村職員に理解してもらう とに繋がっている。

県職員
市職員

県職員
市職員
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都道府県の取り組み事例③－１（長野県・鹿児島県の事例）

避難の判断に資する情報の提供避難の判断に資する情報の提供

長野県：土砂災害警戒情報の発表時で切迫性が特に感じられる場合に、砂防課長から市町村長等へ
電話で直接情報を提供する連絡体制を確立。

鹿児島県：土砂災害警戒情報発表時の市町村への伝達を，危機管理部局ラインと土木部局ラインの
二重化とすることにより確実性、冗長性を確保。

長野県の事例 鹿児島県の事例

市町村担当者 市町村長

１．勤務時間内（平日）の情報伝達ルート

長野県の事例 鹿児島県の事例

県担当者

市町村担当者 市町村長

県担当者

２．勤務時間外（土日、夜間等）の情報伝達ルート

市町村
部長・課長

市町村長市町村担当者

or 土砂災害警戒情報の伝達ルート

気象注意報 警報 伝達 ト
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砂防課長県担当者
気象注意報・警報の伝達ルート

電話による伝達ルート（二重化）



都道府県の取り組み事例③－１（岡山県の事例）

避難の判断に資する情報の提供避難の判断に資する情報の提供

岡山県：土砂災害警戒情報を補足する情報として「岡山県土砂災害危険度情報」を運用し、
HPで公開しているが、インターネットで広く利用されている地図サイトを背景に使えるように

改良し アクセスを改善

岡山県土砂災害危険度情報は

改良し、アクセスを改善。
危険度が高まったメッシュ内にある警戒区域や、災害時要援護者施設の位置も掲載。

岡山県土砂災害危険度情報は、
大雨により土砂災害のおそれ
がある時、市町村単位で
発表される土砂災害警戒情報を
補足する情報として 地域の補足する情報として、地域の
詳細な土砂災害発生の危険性を
お知らせすることで、早目の
避難を促したり防災関係機関の
危機管理体制を強化することを危機管理体制を強化することを
目的として整備
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都道府県の取り組み事例③－２（青森県・埼玉県の事例）

ハザードマップの作成に関する資料の提供ハザ ドマップの作成に関する資料の提供

青森県：県が土砂災害に関する情報の伝達方法、その他円滑な警戒避難を確保する上で
必要な調査を行い、市町村防災部局と協議しながらハザードマップの原案を作成し、
市町村に提供した結果 ハザードマップの作成・公表が急速に進行市町村に提供した結果、ハザ ドマップの作成 公表が急速に進行。

埼玉県：市町村において一般的に使われているソフトを利用して容易に市町村職員がハザードマップを
作成できる様式を配付。市町村は、土砂法の指定後、速やかに様式等を利用して、ハザード
マップを作成

青森県の事例

県の出先機関がハザードマップ作成支援（原案の作成）を行った。
市町村は担当職員も少なく土砂法に関する知識を持った人

マップを作成。

市町村 職員 少 砂法 関す 識 持
もいないため、地元の意見のとりまとめを担当した。
データ形式は市町村が加工しやすい形式とした。
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都道府県の取り組み事例③－３ （千葉県の事例）

住民等の防災意識の向上住民等の防災意識の向上

千葉県：小学校5,6年生の児童が土砂災害に関して学習する際に使用する教材として、千葉県が監修し、
全国治水砂防協会千葉県支部が「土砂災害に関する副読本」を作成し、県内小学校に配付し、
県ホームページに掲載 今後は 有効に利用してもらうために小学校教諭への研修等を検討

全10ページ。土砂災害について写真・図・表などを用いて児童がより分かり易くなるよう説明を工夫。
表紙と裏表紙には平成23年度の「土砂災害防止に関する絵画・作文募集」の全国治水砂防協会千葉県支部長賞を
受賞した作品を使用。

県ホ ムペ ジに掲載。今後は、有効に利用してもらうために小学校教諭への研修等を検討。

土砂災害に関する副読本
「土砂災害から身をまもる」
記載項目記載項目

●土砂災害ってなに
●がけ崩れ
●土石流
●地すべり
●さまざまな対策工事
●安全に避難するには
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都道府県の取り組み事例③－３ （静岡県の事例）

住民等の防災意識の向上住民等の防災意識の向上

静岡県：土砂災害防災訓練が31市町で実施され約3,000人が参加。訓練では、従来からの
土砂災害防止講習会に加え、10地区において手作りハザードマップの作成を実施。
手作りハザードマップの作成は 地域の住民が集まり 地域における土砂災害に関する様々な手作りハザードマップの作成は、地域の住民が集まり、地域における土砂災害に関する様々な
ことが話し合われることから、地域全体での避難が実践されることが期待。
土砂災害講習会は17回開催し約1,600人が、出前講座は5つの小中学校で開催し約240人が参加。

【平成24年6月4日 伊豆新聞記事要旨】
・雨期、台風シーズンを前に、「伊東市土砂災害防災訓練」を6月3日に開催。

警察 防 防 会 参加・市、県、警察、市消防団、区の自主防災会の５０人ほどが参加。
・ハザードマップ作りなどを通じて災害時の避難ルートや危険箇所を把握。

10
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都道府県の取り組み事例④（石川県の事例）

石川県：指定の際の地元説明を 市町の防災 建築 土木部局と連携して実施し石川県：指定の際の地元説明を、市町の防災、建築、土木部局と連携して実施し、
質問を持帰らずに一回で回答が完結するように努めている。

市町（防災（ハザードマップ）担当） 市町（土砂法担当）

県出先機関（土砂法担当）

地元の町会長等地元の町会長等
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都道府県の取り組み事例④（静岡県の事例）

静岡県：目標とする区域指定数を達成させるため 指定作業の平準化を図り 各出先事務所における静岡県：目標とする区域指定数を達成させるため、指定作業の平準化を図り、各出先事務所における
指定作業の進捗管理を行っている。
管理のポイントとして「指定作業の平準化」と「計画指定箇所数の指定確保」、
また「１月末までの公示図書提出」の３点を徹底させた。
また、円滑な指定作業と説明会等にてあげられる区域指定の反対意見への対応のため、
担当職員の技術力向上を図ることを目的に国土交通大学校での研修参加を依頼している。
執行状況を定期的に把握することで、本庁と出先事務所にて現状を把握し、
進捗を進める対応策を検討することで指定目標数の達成を図る進捗を進める対応策を検討することで指定目標数の達成を図る。
6月末、8月末、9月末の執行状況調査を実施。10月には出先事務所の担当者へのヒアリングを
実施し、進捗の遅れのある場合にはフォロー対策を検討させ、対処することとしている。

執行状況調査の
取り組み事例
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都道府県の取り組み事例④（山口県の事例）

山口県：県と市町が連携し 調査後速やかに住民説明会が行えるよう 調査の進捗を踏まえ 数ヶ月前山口県：県と市町が連携し、調査後速やかに住民説明会が行えるよう、調査の進捗を踏まえ、数ヶ月前
から説明会の会場の確保、日程調整、対象自治会の選定などを実施。県と市町が連携し、指定前
の住民説明会に際して、開催案内文と指定予定の区域図を市・町報に折り込み戸別配布。
このように、指定予定の区域図を戸別配布することにより、住民説明会に参加できない方にも周

裏知することができる。また、区域図には避難所、公共施設などを示し、裏面には市町の防災情報
などを記載し、基礎調査終了からハザードマップが作成されるまでの間、その配布資料が、簡易
的なハザードマップとして使用でき、警戒避難体制の整備を図ることができる。
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都道府県の取り組み事例④（福岡県の事例）

福岡県：調査結果を市町村に通知する半年前から 市町村と説明会の開催の有無や回覧方法などを協議福岡県：調査結果を市町村に通知する半年前から、市町村と説明会の開催の有無や回覧方法などを協議。
そのため、基礎調査結果通知後は、速やかに説明会となり、説明会終了後、１ヶ月以内に市町村の
回答を得ている。

市町村防災部局への説明（１回目）

自治会長等への説明会おおむね通知の4ヶ月前

基礎調査の着手

自治会長等への土砂法説明
（要請があれば開催）

防

協議内容
・土砂災害防止法の説明
・区域指定までのスケジュール
住 説 会 催 有無

市町村職員への土砂法説明会

都市計画・建設などの関係部局

市町村広報や説明会案内文での住民説明会の周知

住民説明会 開催

1～2ヶ月

市町村防災部局への説明（２回目）

・住民説明会開催の有無 都市計画・建設などの関係部局
への土砂法説明（要請があれば開催）

住民説明会の開催

おおむね通知の2ヶ月前

1ヶ月

住民説明会での意見のとりまとめ・市町村の決裁等の手続き

防

協議内容
・区域指定までのスケジュール
・住民説明会の周知方法
・住民説明会での説明内容

市町村の意見

公示手続き（県内部決裁）
住民説明会での説明内容

・指定後のハザードマップ作成について

基礎調査結果の市町村通知

区域指定（公示）

1～2ヶ月

1～2年

凡例

県が実施するもの

市町村が実施するもの

県と市町村が実施するもの果

市町村による警戒避難体制の整備。住民への周知
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都道府県の取り組み事例⑤（長野県の事例）

長野県：基礎調査の実施に際し 市町村職員へ土砂法の概要説明を行い 現地立入の住民周知の仕方長野県：基礎調査の実施に際し、市町村職員へ土砂法の概要説明を行い、現地立入の住民周知の仕方
など市町村の意見を聞いて進めている。
また、指定前に市町村長へ砂防課長が土砂法の説明をし、指定を行っている。
役場職員の話を聞いて難色を示していた町長が、砂防課長の説明を聞くことにより理解が
得られた例もある。
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都道府県の取り組み事例⑤（その他の都道府県）

青森県：住民説明会の前に、県庁職員が市町村へ出向き、各担当者へ事前説明及び土砂法の趣旨を説明青森県 住民説明会の前に、県庁職員が市町村 出向き、各担当者 事前説明及び土砂法の趣旨を説明
し理解を得た。住民の意見は聞くが市町村長の反対が無ければ基本的に指定は行う旨も説明。
また、住民説明会の冒頭では、指定の同意を得るためではなく、土砂法の趣旨や危険な場所で
あることを認識してもらうために開催していることを説明した。

埼玉県：基礎調査の実施においては、調査前の準備段階から各段階で市町村と調整を図り進めている。
調査後の住民説明会では、住民にアンケートを実施している例もあり、
説明会では発言できない住民の意見の把握に努めている。
ある市町村では 調査後の説明会に併せて市町村職員から警戒避難体制についての説明をある市町村では、調査後の説明会に併せて市町村職員から警戒避難体制についての説明を
行っている。指定後に市町村がハザードマップを作成するということ等を住民が理解
することで、スムーズに指定を行えている事例もある。

富山県：区域指定をはじめて行う市町村の長には 事前に砂防課及び土木事務所の職員が富山県：区域指定をはじめて行う市町村の長には、事前に砂防課及び土木事務所の職員が、
土砂法の取り組みを説明し、協力体制を構築。

福井県：本県では、基礎調査の実施にあたり、市町と土木事務所が中心となり、市町および地元の
意見を取り入れた調査実施計画書（調査の優先順位 説明会の規模の設定等）を作成し意見を取り入れた調査実施計画書（調査の優先順位、説明会の規模の設定等）を作成し、
土砂災害防止に理解のある地区や協力的な地区を皮切りに調査・指定を行ってきたことにより、
基礎調査の早期完了および指定完了を達成。

山口県：新規で警戒区域 特別警戒区域の調査に入る前に 県が市町長に対し 法の趣旨 目的を山口県：新規で警戒区域・特別警戒区域の調査に入る前に、県が市町長に対し、法の趣旨・目的を
説明して、円滑な調査・指定が行えるよう協力を要請。事前に県と市町で、説明会などの
住民意見に関する質疑応答や反対意見への対応方針など認識を共有化。
このように、県が市町長に対し、協力要請していることから、

16

う 、県 市町長 、協 要請 、
市町長の反対によるストック箇所はない。
県と市町で、事前に住民への対応方針などの認識の共有化を図っていることから、
住民反対によるストック箇所はない。



3 土砂災害防止法に基づく施策の3 土砂災害防止法に基づく施策の
最新の取り組み状況
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区域指定の進捗状況は都道府県ごとに差が生じている

土砂災害警戒区域等の指定状況（都道府県別） （平成24年12月末時点）

（区域数）

区域指定の進捗状況は都道府県ごとに差が生じている。
土砂災害警戒区域・特別警戒区域指定完了：青森県、山梨県
土砂災害警戒区域指定完了：福井県、山口県

30,000 

35,000 
（区域数）
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土砂災害特別警戒区域
1回目指定完了

福井県
土砂災害警戒区域
1回目指定完了

山口県
土砂災害警戒区域
1回目指定完了

25,000 

1回目指定完了 1回目指定完了

□ 土砂災害危険箇所

■ 土砂災害警戒区域（イエロー）
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近２箇年の土砂災害警戒区域等の指定状況（都道府県別）

平成23年は 全国で警戒区域約4万4千区域 特別警戒区域約2万9千区域を新たに指定平成23年は、全国で警戒区域約4万4千区域、特別警戒区域約2万9千区域を新たに指定。
平成24年は、全国で警戒区域約4万3千区域、特別警戒区域約3万2千区域を新たに指定。
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月別の土砂災害警戒区域等の指定数の推移

平成24年4月から12月までは 前年度以上の進捗平成24年4月から12月までは、前年度以上の進捗

土砂災害特別警戒区域指定数（H23月別） 土砂災害警特別戒区域指定数（H24月別）

土砂災害警戒区域指定数（H23月別） 土砂災害警戒区域指定数（H24月別）

土砂災害特別警戒区域指定数（H23累計） 土砂災害特別警戒区域指定数（H24累計）

260,197

279,084
300,00030,000

土砂災害警戒区域指定数（H23累計） 土砂災害警戒区域指定数（H24累計）
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土砂災害危険箇所数を目安とした場合、

基礎調査の実施状況 （平成24年12月末時点）

土砂災害危険箇所数・基礎調査数・土砂災害警戒区域数の比較

土砂災害危険箇所数を目安とした場合、
基礎調査実施箇所数は全国で約6割、土砂災害警戒区域指定数は約5割。

600,000

合計

地滑り

急傾斜

525,307

200,000

400,000
急傾斜

土石流

328,298
279,084

62%
53%

0
土砂災害

危険箇所

基礎調査 土砂災害

警戒区域

15,000

300,000

400,000

150,000

200,000
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330,156

11,288
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100,000

200,000

300,000

50,000
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,

63%
64%

55%
53%

37%
31%

117,653
100,849 206,466

174,783

4,179 3,452

0
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基礎調査 土砂災害

警戒区域

0
土砂災害

危険箇所

基礎調査 土砂災害

警戒区域

0
土砂災害

危険箇所

基礎調査 土砂災害

警戒区域
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基礎調査のストック箇所（※）数は、全国で警戒区域約4万9千箇所

基礎調査のストックの状況 （平成24年12月末時点）

基礎調査 ック箇所（※）数 、全国 警戒区域約 万 千箇所

（平成23年12月（政策レビュー実施時）は約6万9千箇所）

特に、基礎調査が完了して3年以上経過しても未指定の箇所は、全国で警戒区域約9千箇所

（平成23年12月（政策レビュー実施時）は約1万箇所）（平成23年12月（政策レビュ 実施時）は約1万箇所）

※基礎調査を行ったが区域指定が行われていない基礎調査実施箇所

危険箇所、基礎調査、区域指定の状況 調査完了年度別のストック箇所数

80,000600,000 ストック

約4万9千箇所
約6万9千

■ ストック箇所数
■ 3年以上経過した

ストック箇所数

20,000

40,000

60,000

200,000

400,000
約4万9千箇所

約4万9千

80,000

0

20,000

H23.12.31 H24.12.31

600,000

0
土砂災害

危険箇所

基礎調査 土砂災害

警戒区域

約1万 約9千

40,000

60,000

200,000

400,000
ストック

約5万7千箇所

約7万2千

約5万7千

0

20,000

H23.12.31 H24.12.31

0
土砂災害

危険箇所

基礎調査 土砂災害

警戒区域 22
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土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画において 土砂災害にかかる警戒避難体制が

地域防災計画における警戒避難体制の記載状況

土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画において、土砂災害にかかる警戒避難体制が
記載されている市町村は94％
そのうち、国土交通省砂防部より、記載する事項として示した項目（下記）すべてについて記載さ
れている市町村は12％

土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画に
おける警戒避難体制の記載状況

土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画における
警戒避難体制に関して記載すべき項目についての記載状況

土砂災害危険箇所を有する市町村のうち （H24.3.31時点） （H24.3.31時点）

○避難勧告等の発令基準 ・・・６１％
（土砂災害警戒情報を活用した避難勧告等の発令基準）

土砂災害危険箇所を有する市町村のうち、
土砂災害警戒区域が指定された市町村

469

土砂災害警戒区域が１箇所以上

指定された市町村

土砂災害警戒区域が指定されて

○土砂災害警戒区域等 ・・・７４％

○避難勧告等の発令対象区域・・・２５％
土砂災害警戒区域が指定された市町村の

地域防災計画における警戒避難体制の記載状況

1,137

(71%)

469

(29%)

土砂災害警戒区域が指定されて

いない市町村

137

(12%)

70

(6%)

○情報の収集及び伝達体制 ・・・７１％

○避難所の開設・運営 ・・・３９％

N=1,606
（土砂災害危険箇所を

有する市町村数）

(12%)

930

(6%)

すべての項目を記載

一部の項目を記載

○避難所の開設 運営 ３９％

○災害時要援護者への支援 ・・・５５％

○防災意識の向上 ・・・６７％930

(82%)
記載無し

○防災意識の向上 ・・・６７％
N=1,137

（土砂災害警戒区域が
指定された市町村数）

土砂災害に係る
警戒避難体制が規定
されている市町村 94%

N=1,137
（土砂災害警戒区域が
指定された市町村数）
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土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画において、土砂災害の避難基準に土砂災害警

避難勧告発令基準における土砂災害警戒情報の活用状況

市町村区の地域防災計画における
避難勧告発令基準の設定状況

砂災害警戒区域 指定 市町村 地域防災計画 お 、 砂災害 避難基準 砂災害警
戒情報を活用している市町村（⑤及び④）は61％

■記載状況
（H24 3 31時点）

⑤①

避難勧告発令基準の設定状況
⑤
土砂災害警戒情報が発表され
た時、避難勧告を発令する。

④

（H24.3.31時点）

⑤

43

(4%)

①

61

(5%)

④
土砂災害警戒情報が発表され
た時、前兆現象が認められた
時、災害が発生した時などに

②

292

(26%)

時、災害が発生した時などに
おいて、状況を総合的に判断
して避難勧告を発令する。

③

④

655

(58%)
③

86

(26%) ③
具体的な基準は記載してある
が、土砂災害警戒情報の記載
がない場合。

( %)
86

(7%)
②
「土砂災害の恐れが高まっ
た」など定性的な判断により
避難勧告を発令する

土砂災害の避難基準に
土砂災害警戒情報を
活用している市町村
6１% 避難勧告を発令する。

①
避難勧告に関する記載なし。

N=1,137
（土砂災害警戒区域が
指定された市町村数）

6１%
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土砂災害ハザードマップの公表状況

土砂災害警戒区域が指定された市町村において、土砂災害防止法第7条第3項に基づくハザードマップ土砂災害警戒区域が指定された市町村において、土砂災害防止法第7条第3項に基づくハザ ドマップ
を印刷物の配布等で公表している市町村は45％

土砂災害警戒区域を指定した市町村における
ハザ ドマ プの公表状況 （H24 3 31時点）ハザードマップの公表状況

土砂災害防止法第７条
３項に基づく 土砂災

（H24.3.31時点）

３項に基づく、土砂災
害ハザードマップ公表
済みの市町村

514

(45%)623

(55%)

土砂災害警戒区域が指定さ
れている市町村のうち、土
砂災害防止法第７条３項に
基づく、土砂災害ハザード
マップ未公表の市町村 N=1,137

（土砂災害警戒区域が
指定された市町村数） 25



4 社会資本整備重点計画4 社会資本整備重点計画
（平成24年8月31日 閣議決定）
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※平成24年8月31日 閣議決定

社会資本整備重点計画の概要

社会資本整備重点計画

• 社会資本整備重点計画法に基づき、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に実施するために策定する計画

• 第1次計画（H15～19年度）、第2次計画（H20～24年度）、本計画（H24～28年度）

• これまでの重点計画の課題を踏まえ、以下の点の見直しを実施

①ソ トも含めた事業 施策間の連携の徹底 ③「選択と集中 の基準の提示

重点目標・指標の内容等

①ソフトも含めた事業・施策間の連携の徹底 ③「選択と集中」の基準の提示

②中長期的な社会資本整備のあるべき姿の提示 ④指標の見直し

重点目標1
大規模又は広域的な災害リスクを低減させる

・社会経済上重要な施設の保全のための土砂災害対策実施率
【重要交通網にかかる箇所：

46％（H23年度末） → 約51％（H28年度末）】

≪砂防関係事業の指標≫≪重点目標の内容等≫

重点目標2
我が国産業 経済の基盤や国際競争力を強化する

【主要な災害時要援護者関連施設：
29％（H23年度末） → 約39％（H28年度末）】

・土砂災害防止法に基づくハザードマップを作成・公表し、
防災訓練を実施した市町村の割合

【 約45％（H23年度末） → 100％（H28年度末）】我が国産業・経済の基盤や国際競争力を強化する

重点目標3

【 約45％（H23年度末） → 100％（H28年度末）】

・リアルタイム火山砂防ハザードマップ整備率
【 約48％（H23年度末） → 100％（H28年度末）】

・土砂災害警戒区域指定数
【 約25万9千（H23年度末）→ 約46万（H28年度末）】重点目標3

持続可能で活力ある国土・地域づくりを実現する

【 約25万9千（H23年度末）→ 約46万（H28年度末）】

・大規模土砂移動検知システムによる監視カバー率
【 0％（H23年度末） → 100％（H28年度末）】

・都市緑化等による温室効果ガス吸収量

重点目標4
社会資本の的確な維持管理・更新を行う

・都市緑化等による温室効果ガス吸収量
【※主体は都市局であるが、砂防関係事業の緑化面積を計上】

・都市域における水と緑の公的空間確保量
【※主体は都市局であるが、急傾斜事業の緑化面積を計上 】
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大規模土砂移動検知システムによる監視カバー率大規模土砂災害の未然防止

社会資本整備重点計画における砂防関係の指標

地すべりブロック

社会経済上重要な施設の保全のための土砂災害対策実施率

【重要交通網にかかる箇所】 【主要な災害時要援護者関連施設】
多少 雨量

振動センサー
B

地下水排除工や、滑動力に
抵抗する抑止杭工を整備

JR東海道本線

国道1号
道路

想定崩壊 域

B

振動センサー
C

大規模崩壊発生

東名高速道路

社会経済活動を支える重要交通網
を保全する土砂災害対策

病院、老人ホーム、幼稚園等の災害時
要援護者関連施設を保全する土砂災害対策 土砂災害の蓋然性の高い地域における

河川

想定崩壊区域

振動センサー振動センサーAA

土砂災害防止法に基づくハザードマップを作成

リアルタイム火山砂防ハザードマップ整備率

土砂災害警戒区域指定数

を保全する土砂災害対策 要援護者関連施設を保全する土砂災害対策 土砂災害の蓋然性の高い地域における
地形変化・土砂移動等の監視・観測

大規模土砂災害に対する警戒避難体制等の整備

航空レーザー測量により リアルタイム火山砂防

・公表し、防災訓練を実施した市町村の割合
航空レ ザ 測量により
事前に地形データを収集

リアルタイム火山砂防
ハザードマップ

噴火に伴う社会経済的影響の大きい火山における
減災対策土砂災害警戒区域の指定による危険な箇所の明示や警戒避難体制の確立

●情報伝達、警戒避難体制の整備

●警戒避難に関する事項の住民への周知

様々な条件であらかじめ
シミュレーションした結果を蓄積噴火履歴、施設整備状況等
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社会資本整備重点計画における土砂災害防止法関連の指標①

指標28：土砂災害警戒区域指定数

現状（平成23年度末）

約25万9千

目標（平成28年度末）

約46万

住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域で、土砂災害を防止するための警戒避難体制の整備が
図られるよう、土砂災害警戒区域の指定を進める。

対象となる土砂災害：急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり

土砂災害防止対策基本指針の作成［国土交通大臣］

・土砂災害防止法に基づき行われる土砂災害防止対策に関する基本的な事項
・基礎調査の実施について指針となるべき事項
・土砂災害警戒区域等の指定について指針となるべき事項
・土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転等の指針となるべき事項

基礎調査の実施［都道府県］

①都道府県は、土砂災害警戒区域の指定等の土砂災害防止対策に必要な基礎調査の実施
②国は、都道府県に対して費用の一部を補助

●情報伝達、警戒避難体制の整備

●警戒避難に関する事項の住民への周知
土砂災害警戒区域の指定【都道府県知事】
（土砂災害のおそれがある区域）

29

関連する事業・施策：
土砂災害警戒区域等の指定による危険な箇所の明示や警戒避難体制の確立



社会資本整備重点計画における土砂災害防止法関連の指標②

指標26：土砂災害防止法に基づくハザードマップを作成・公表し、防災訓練を実施した市町村の割合

現状（平成23年度末）

約45％

目標（平成28年度末）

100％

土砂災害警戒区域が指定された市町村において、住民の防災意識を高め、災害時の更なる人的被害の回避、軽減を
図るため、ハザードマップを作成・公表し、防災訓練の実施等によりそれらを活用した市町村の割合を高める。

記載すべき事項 ハザードマップの事例

・土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域

住民による土砂災害ハザードマップ
確認状況（鹿児島県垂水市）

・土砂災害の発生の原因となる
自然現象の種類

・土砂災害に関する情報の
伝達方法伝達方法

・避難地に関する事項

・円滑な警戒避難を確保する

住民の避難訓練状況（沖縄県浦添市）

上で必要な事項（土砂災害の
前兆現象、避難時の心得等）

等

関連する事業・施策：
土砂災害警戒区域等の指定による危険な箇所の明示や警戒避難体制の確立
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